
○南丹市定住促進地域情報発信ツール整備事業交付金交付要綱

平成27年9月10日

告示第195号

(目的)

第1条 南丹市定住促進アクションプランに基づき、定住促進の多様な施策を推進する

うえで有効な地域主体の情報発信の仕組みづくりの推進を目的とし、予算の範囲内

で交付金を交付することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹

市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の対象団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 複数の行政区で組織された団体

(2) 行政区

(3) その他市長が認めた団体

(交付対象事業)

第3条 交付金の対象事業は、前条で定める団体が主体となり、集落支援員、地域おこ

し協力隊又はまちづくりデザインセンターと連携して行う地域の情報を発信する次

の各号に掲げる事業とする。

(1) 集落の教科書作成事業

集落の生活様態や慣例、地域資源など移住希望者等が求める情報をわかりやす

くまとめた冊子を作成する事業

(2) 地域情報ツール整備事業

地域の定住促進を目的とし、地域住民が創意工夫を凝らし地域の情報発信ツー

ルを作成する事業

(3) その他地域の情報発信に有効な事業

2 交付対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は交付金の対象としない。

(1) 既に継続して実施しているもの

(2) 特定の人、団体等の利益を目的にしたもの

(3) 宗教又は政治を目的としたもの

(4) その他市長が交付対象事業として適当でないと認めるもの



(交付金の対象経費等)

第4条 交付金の交付の対象となる経費、交付率、交付限度額は、別表に定めるとおり

とする。

(申請手続き)

第5条 この要綱による交付金の交付を受けようとする団体は、市長に対し、定める期

日までに南丹市定住促進地域情報発信ツール整備事業交付金交付申請書(様式第1

号)を提出するものとする。

2 前項の申請件数は、第3条に定める交付対象事業の区分にかかわらず、一団体あた

り同一年度1件とする。

(交付の決定等)

第6条 市長は交付金交付申請書の内容を審査し、交付を決定、又は不交付の決定をす

るものとする。

2 前項により交付金、又は不交付の決定をした場合は、市長はその旨を南丹市定住促

進地域情報発信ツール整備事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付団体

の長に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条第2項により交付が決定した団体の長は、交付決定を受けた事業について、

その内容を変更する必要が生じた場合には、南丹市定住促進地域情報発信ツール整

備事業変更承認申請書(様式第3号)に変更内容とその理由を付して、市長に報告し、

事前にその承認を受けるものとする。

2 前項による変更の申請を承認した場合は、市長はその旨を南丹市定住促進地域情報

発信ツール整備事業交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものと

する。

(概算払)

第8条 市長は、交付対象団体が事業に着手するに際し、交付対象団体から南丹市定住

促進地域情報発信ツール整備事業交付金(概算払・精算払)交付請求書(様式第5号)

により交付金の概算払を請求されたときは、第6条により交付決定した交付金額の全

部又は一部について概算払をすることができるものとする。

(実績報告)



第9条 交付対象団体は、事業終了後、当該年度の3月10日までに南丹市定住促進地域

情報発信ツール整備事業交付金実績報告書(様式第6号)に領収書及び写真等の証拠

書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告後、内容を審査し交付金の額を確定したと

きは、南丹市定住促進地域情報発信ツール整備事業交付金額確定通知書(様式第7号)

により交付対象団体に通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第11条 前条に規定する交付金の確定の通知を受けた交付対象団体は、南丹市定住促

進地域情報発信ツール整備事業交付金(概算払・精算払)交付請求書(様式第5号)によ

り、市長に交付金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の規定による交付金交付請求書を受理した場合、速やかに交付金を交

付するものとする。

(交付金の返還)

第12条 交付対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は交付決定の

変更し、若しくは取り消し、又は交付金の全部若しくは一部の返還を命じることが

できる。

(1) 交付対象事業が、この告示に定める交付金交付の目的に違反したと認められる

とき。

(2) 交付対象事業の実施方法が、適当でないと認められるとき。

(3) 第10条の規定により確定した補助金の交付額が、第8条の規定に基づき支払わ

れた補助金額を下回ったとき。

2 前項により、補助金の全部又は一部の返還を命じられた補助事業者は、その決定に

すみやかに従わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)



交付対象経費 交付率 交付限度額

項目 内訳

委託料 業務委託料

デザイン料等

10／10以内

ただし、千円未満の

端数が生じたとき

は、これを切り捨て

る。

※事業の主催者側に

おいて、収入があ

る場合は、補助対

象経費からその金

額を差引いた額に

対して補助する。

1事業につき50万円

需用費・印刷製本費 印刷代等

需用費・消耗品費 用紙代等

賃借料 会場借料代等

役務費 宣伝広告

通信運搬代等

事務費 旅費 会議費

著作権料等
























